
地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う

関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ ０ 号  

 

地 方 公 務 員 法 及 び 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に

伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例  

 

（ 亀 山 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

２ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ４ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

５  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る

第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 ３ 年 を 超 え な い 範 囲

内 」 と あ る の は 「 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 任 命 権

者 が 定 め る 任 期 の 範 囲 内 」 と す る 。  

（ 亀 山 市 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７

年 亀 山 市 条 例 第 ２ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３ 条 中 「 給 料 」 の 次 に 「 （ 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項

第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て は 報 酬 （ 亀 山 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の

報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 亀 山 市 条 例

第    号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 に よ る 報 酬 に 限

る 。 ） の 額 ） 」 を 加 え る 。  

（ 亀 山 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  亀 山 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市

条 例 第 ３ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ７ 条 第 １ 項 中 「 第 ４ ４ 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 及 び 亀 山 市 会 計 年

度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元



年 亀 山 市 条 例 第    号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 項 中

「 あ る 職 員 」 の 次 に 「 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １  

号 ） 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） 」  

を 加 え る 。  

  第 ８ 条 中 「 し た 職 員 」 の 次 に 「 （ 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第

１ 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  

  第 ２ １ 条 第 ２ 号 中 「 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 ４ 条  亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平

成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 第 ２ ０ ３ 条 の ２ 第 ４ 項 」 を 「 第 ２ ０ ３ 条 の ２ 第 ５ 項 」  

に 改 め 、 「 委 員 会 の 」 の 次 に 「 非 常 勤 の 」 を 、 「 職 員 （ 」 の 次 に

「 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ）  

第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 」 を 加

え る 。  

 別 表 家 庭 相 談 員 の 項 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ ３ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 「 職 員 （ 」 の 次 に 「 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

会 計 年 度 任 用 職 員 、 」 を 加 え る 。  

第 １ １ 条 の 見 出 し 中 「 臨 時 又 は 非 常 勤 職 員 」 を 「 臨 時 職 員 」 に

改 め 、 同 条 中 「 臨 時 又 は 常 時 勤 務 を 要 し な い 職 員 （ 短 時 間 勤 務 職

員 を 除 く 。 ） 」 を 「 臨 時 職 員 」 に 改 め る 。  

（ 亀 山 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  亀山市職員退職手当支給条例（平成１７年亀山市条例第４６

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ２ 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

  た だ し 、 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 職



員 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 亀 山 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ７ 条  亀 山 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 平 成

１ ８ 年 亀 山 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 中 「 地 方 公 務 員 法 」 の 次 に 「 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号

に 掲 げ る 職 員 及 び 同 法 」 を 加 え る 。  

（亀山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第 ８ 条  亀 山 市 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

２ ８ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 第 ２ ２ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ２ ２ 条 」 に 改

め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


